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要　旨
　本研究の目的は，フィンランドならびにイギリスの地域における認知症高齢者と家族への服薬支援
を明らかにし，日本の認知症ケアへの示唆を得ることである．
　フィンランドとイギリスの高齢者医療・ケアの専門職等24人に対して，認知症高齢者の薬物療法と
服薬支援に関する半構造化面接を実施し，①国としての高齢者の薬物療法のシステム，②認知症の薬
物療法の実施体制，③個々の認知症高齢者の服薬支援のための具体的方法，④認知症高齢者が適切に
服薬するための家族への支援方法，⑤服薬支援に関する関係者間の連携方法について内容分析を実施
した．
　フィンランドでは，薬物療法における情報の一元管理や看護職を対象とした薬物療法に関する教育
プログラム，メモリーナースの自治体への配置が国レベルで展開され，看護職が個々の認知症高齢者
の薬物療法を支援していた．イギリスでも，精神症状・行動障害は不適切なケアによって発症し，向
精神薬は認知症高齢者の予後に不利益をもたらすことから，処方しないという対応が徹底されていた．
さらに両国では，副作用を発見するために，家族や多職種によるモニタリングと連絡・相談が円滑に
できる体制が整っていた．
　日本においては看護師が認知症の薬物療法に関する専門性を高めて積極的に支援するとともに，副
作用も含め処方薬に関する情報の集約と連絡・相談体制の構築，さらに多職種の連携による効果や副
作用のモニタリングによって，向精神薬の低減を目指すことが必要であると示唆された．
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Ⅰ．は じ め に
　日本では，2000年の介護保険法施行と同時にさ
まざまな認知症対策が展開されてきた．特に認知
症医療については，早期診断・早期治療が奨励さ
れており，中核症状と言われている認知機能低下
に対する薬物療法については効果が確認され，適
用と処方が確立してきた．一方，暴言・暴力，不
穏，徘徊などの精神症状・行動障害については，
身体的合併症，薬物，心理的状態，ケアを含む環
境要因によってその状態像が修飾されることが明
らかにされており１）, ２），日本では家族介護者の
負担軽減のためにも，抗精神病薬や睡眠薬，抗不
安薬などによる薬物療法が実施されている３）, ４）．
　しかし，認知症高齢者を対象として薬物が処方
されても，認知機能低下や独居を含む高齢者世帯
が増加したことによる家族介護力の低下によって，
主治医の処方通りに服薬することは困難になる．
具体的には，服薬することを忘れる，処方された
薬剤の量と回数以上の錠剤を服用する，インスリ
ン自己注射の手技がわからなくなることなどが挙
げられる５）．また高齢者では，パーキンソン症候
群など，誤嚥性肺炎や大腿骨頸部骨折といった生
命に重大な影響を及ぼす疾患につながる副作用が

出現しやすく６），しかも具体的な副作用症状を主
治医や看護師に言語によって伝えることが困難に
なるので，心身に安寧をもたらし，認知症の進行
を予防するためにも，医療・ケアに従事する専門
職が服薬を支援することが必要になる．ところが，
日本では認知症高齢者の服薬支援について確立さ
れたものは存在しない．
　そこで，地域包括ケアシステム７）において認
知症高齢者が住みなれた地域で最期まで暮らし続
けるためには，認知症対策や服薬支援について海
外の先進的な取組みから学ぶ必要があると考えた．
特に我々は，高齢者の在宅ケアに先駆的に取り組
むとともに，高齢化に伴う認知症高齢者の増加，
地域ケアの需要の拡大など日本と類似した状況が
あるため，フィンランドとイギリスに着目した．
　フィンランドは，北ヨーロッパの福祉先進国の
一つであり，EU（欧州連合）諸国の中でも顕著
に高齢化が進展している国でもある８）．フィンラ
ンドの平均寿命は日本より１～２年ほど短く，65
歳以上人口割合は日本より約６%少ない．フィン
ランドでは，2008年には75歳以上の高齢者人口の
うち16％が中重度の認知症を有しており，2030年
にはこの数が約２倍になると推計され，認知症対

Abstract
　The	purpose	of	this	research	is	to	explore	assistance	provided	in	drug	administration	to	elderly	
with	dementia	and	their	families	in	Finland	and	the	United	Kingdom	(UK)	to	gain	suggestions	for	
dementia	care	in	Japan.
　Semi-structured	 interviews	regarding	drug	therapy	and	assistance	 in	drug	administration	 to	
elderly	with	dementia	were	held	with	24	professionals	providing	care	and	treatment	to	the	elderly	
in	Finland	and	the	UK.	Content	analysis	was	conducted	on	(1)	the	nationwide	drug	therapy	system	
for	 elderly,	 (2)	 the	 system	 for	 implementing	drug	 therapy	 for	dementia,	 (3)	 specific	methods	
of	assistance	 in	drug	administration	 for	each	elderly	 individual	with	dementia,	 (4)	methods	of	
assistance	for	families	so	that	elderly	with	dementia	appropriately	take	drugs,	and	(5)	collaborative	
methods	among	relevant	individuals	regarding	assistance	with	drug	administration.
　In	Finland,	unified	management	of	 information	on	drug	therapy,	education	programs	on	drug	
therapy	for	nursing	professionals,	and	placement	of	memory	nurses	 in	municipalities	have	been	
developed	at	 the	national	 level.	Nursing	professionals	provide	assistance	with	drug	therapy	 for	
individual	 elderly	patients	with	dementia.	 In	 the	UK,	psychotropic	drugs	are	not	prescribed	
since	they	are	detrimental	to	the	prognosis	of	elderly	with	dementia	and	psychiatric	symptoms/
behavioral	disorders	appear	due	to	 inappropriate	care.	Furthermore,	 in	both	countries	there	are	
established	systems	that	enable	 the	smooth	 implementation	of	monitoring	and	communication/
consultation	between	families	and	various	professionals	for	the	purpose	of	discovering	side	effects.
　This	 suggests	 there	 is	 a	necessity	 in	 Japan	 for	nurses	 to	 improve	 their	 expertise	 in	drug	
therapy	 for	dementia	and	actively	provide	assistance.	 In	addition,	systems	should	be	created	to	
gather	information	and	provide	communication/consultation	on	prescription	drugs,	including	their	
side	effects.	Furthermore,	a	reduction	 in	psychotropic	drugs	should	be	 targeted	by	monitoring	
effectiveness	and	side	effects	through	collaboration	among	various	professionals.
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策が推進されてきた９）．2012年には，“memory-
friendly	Finland” を キ ー ワ ー ド に，Finland’s	
National	Memory	Programme	2012-2020を 策 定
し，①認知症の予防，②認知症に対する人々の理
解の促進，③タイムリーな支援，ケア，リハビリ
テーション，サービスによる認知症の人と介護者
の質の高い生活の保証，④研究と教育の促進を目
標に掲げている10）．
　一方のイギリスもEU（欧州連合）に属し，日
本と同様に認知症高齢者の増加が予測されている．
そのため，2009年にイギリスでは認知症国家戦略
が示され，①早期診断・支援のための体制整備，
②総合病院における認知症ケアの改善，③介護施
設における認知症ケアの改善，④ケアラー支援の
強化，⑤抗精神病薬使用の低減が最重要課題とし
て設定された．さらに，国家戦略の成果について，

「私は，早期に認知症の診断を受けた」「私は，認
知症について理解し，それにより将来についての
決断の機会を得た」「私の認知症，ならびに私の
人生にとって最良の治療と支援を受けられてい
る」などの「認知症の人の視点に立った」９つの
視点で評価するとした11）．2013年にはロンドンで
Ｇ８認知症サミットも開催し12），先進国の中で認
知症対策におけるリーダーシップをとっている．

Ⅱ．目　　　的
　本研究の目的は，フィンランドならびにイギリ
スの地域における認知症高齢者と家族への服薬支
援を明らかにし，日本の認知症ケアへの示唆を得
ることである．

Ⅲ．研 究 方 法
１．研究デザイン
　質的記述的研究．
２．対象
　対象者は，有意標本抽出法により選定した．
フィンランドでの対象者は，研究者の所属大学と
協定校である看護系大学で，高齢者看護学を専門
とする研究者から推薦された高齢者医療・ケアの
専門職等である．イギリスにおいては，機縁法に
より抽出されたロンドンの地域で認知症高齢者へ
のアウトリーチ活動を実践している老年精神科医
と看護師である．
３．調査方法・内容
　調査は，インタビューガイドを用いた半構成的
面接により実施した．調査内容は，各国の薬物療
法のシステムを基盤とした認知症の薬物療法に特
徴的な実施体制および個々の認知症高齢者への服

薬支援についての具体を明らかにするために，①
対象者の基本属性，②国としての高齢者の薬物療
法のシステム，③認知症の薬物療法の実施体制，
④個々の認知症高齢者の服薬支援のための具体的
方法，⑤認知症高齢者が適切に服薬するための家
族への支援方法，⑥服薬支援に関する関係者間の
連携方法などを設定した．なお，質問項目は研究
者が英訳し，翻訳業者によるネイティブ・チェッ
クを受けた後，英語またはフィンランド語でイン
タビューを行った．フィンランド語の場合はネイ
ティブの通訳者を介した．また，いずれの国にお
いてもインタビューは所属施設における個別イン
タビューを原則としたが，対象者の業務の都合に
よる希望がある場合，対象者が指定した場所で個
別またはグループでのインタビューとした．イン
タビューの所要時間は31分から１時間32分であっ
た．インタビューの内容は対象者の承諾を得て
ICレコーダーで録音し，日本語とフィンランド語，
あるいは日本語と英語に精通している翻訳業者に
よって日本語による逐語録を作成し，それらを分
析データとした．翻訳の適切性については，逐語
録とインタビュー時の音声記録や研究者が取った
メモとの内容が一致することを研究者が照合する
ことによって確認した．
４．分析方法
　上述の②～⑥の調査内容への回答ごとに，意味
内容の類似性と相違性を考慮して，逐語録から
コード化，サブカテゴリー化，カテゴリー化のプ
ロセスを経る内容分析を行った．
５．調査期間
　調査期間は2013年10月～2014年10月であった．
６．倫理的配慮
　各対象者に研究の趣旨と方法を説明し，自由意
思での参加，匿名性の保持などについて口頭と文
書を用いて説明し，署名により同意を確認した．
調査は，千葉大学大学院看護学研究科倫理審査委
員会の承認を得て実施した（承認番号25-53）．

Ⅳ．結　　　果
１．対象者の基本属性（表１）
　フィンランドの対象者22人の性別は男性３人，
女性19人であった．年齢は，50歳代が９人，40歳
代が７人，30歳代と20歳代が各３人であった．保
有資格は，ラヒホイタヤ注１）８人，看護師６人

（うち，１人はメモリーナース．フィンランド語
はムイストホイタヤ，muistihoitaja13）．フィンラ
ンドでは応用科学大学等で行われる認知症ケアに
関する10週間の研修を受けた看護師である．），保
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健師２人，コディンホイタヤ（フィンランド語は
kodinhoitaja．ラヒホイタヤに統合された旧資格
の１つであり，日本のホームヘルパーに該当す
る）３人，老年科医，ソーシャルワーカー，事務
職はそれぞれ１人であった．これら対象者の勤務
地域は首都圏から特急電車で３時間程度離れた一
地方都市であった．
　イギリスの対象者は２人，すなわち老年精神科
医の男性（50歳代）と看護師の女性（40歳代）で
あり，彼らの勤務地域はロンドンの市街地であっ
た．この２人については，日本の認知症ケアの視
察を目的とした2014年10月の来日時に，英語によ
るインタビューを実施した．
２．認知症高齢者の服薬支援に関する結果（表

２）
　調査内容ごとに主なカテゴリー<　>について
サブカテゴリー【　】を用いて述べる．
１	）国としての高齢者の薬物療法のシステム（５

カテゴリー）
　まずフィンランドでは，<薬物療法のリスクの
認識>は【薬物には必ず副作用があるので，薬物
の使用量を減少させる】【認知症ケアでは人間関
係を大切にする】ことが医療・ケアの専門職に理
解されていた．その上で，<薬物療法の責任>に
ついて，【抗認知症薬は老年科医が処方し，その
後は一般医である主治医がフォローアップする】

【認知症以外の疾患の薬物療法については，自治
体の保健センターに所属する一般医が処方する】

【認知症高齢者の薬物療法について，一般医は老
年科医にコンサルテーションを行う】という体制
がとられていた．服薬については，フィンランド
では【薬剤投与の責任は看護師にある】もので，

【長期ケア施設ではラヒホイタヤやゲロノミ注２）

は配薬のみを担当する】という役割分担が国とし
て決められていた．特に看護職において，フィン
ランドでは，【すべての看護師・保健師・ラヒホ
イ タ ヤ は 薬 物 療 法 に 関 す る 教 育 プ ロ グ ラ ム
laakehoidon	osaaminen	verkossa（LOVe）14） に
参加していた．さらに５年ごとに薬物療法に関す
る試験を受け，合格者が薬物療法に関わることが
できる】という教育システムが基盤となっていた
が，【長期ケア施設では研修教育スタッフは必ず
薬物療法に関する教育プログラムに参加し，施設
内で最新の薬物療法の知識を伝達する】というこ
とも行われていた．またこのLOVeに限らず，【看
護師・ラヒホイタヤは薬物療法に関して様々なセ
ミナーに参加し知識を更新している】と語られた．
　さらに<薬物療法における情報共有システム>

があり，薬物の処方は【電子カルテシステム
Effica15）で一元管理され多職種で情報共有する】
ようになっており，個々の高齢者に対して処方さ
れている全ての処方箋を，機関を越えて支援する
関係者全員で閲覧し情報共有することが可能と
なっていた．【電子カルテシステムEfficaでは，飲
み合わせの悪い処方にアラームが出される】機能
を有していた．さらに，【個々の高齢者の自宅に
処方箋や副作用をはじめとする最新の情報ファイ
ルが置かれている】という体制であった．
　<配薬のシステム>では，在宅高齢者について
は，【一包化され，処方箋通りにセットされた薬
剤が薬局から自宅に届く】ことになっており，
2014年からは一部の高齢者に２週間分セットされ
た薬剤が薬局から自宅に届けられることとなった．
一方，【長期ケア施設で生活する高齢者について
は，セントラルホスピタルから処方・供給され
る】という．
　イギリスでは<薬物療法の責任>として【抗認
知症薬以外の降圧剤，糖尿病治療薬，抗パーキン
ソン病薬などの薬剤は，高齢者のかかりつけ医で
あるGeneral	Practitioner（GP，かかりつけ医）
によって処方される】，さらに【抗認知症薬は老
年精神科医によって診断後に処方される】という
システムであった．また，通常【内服薬は認知症
高齢者，家族介護者，サポートチームの誰もが，
いつどのように飲むか理解できるように医師に
よって処方される】ようになっていた．
２）認知症の薬物療法の実施体制（10カテゴリー）
　フィンランドで<認知症高齢者の薬物療法に専
門性を発揮する看護職>については，【メモリー
ナースは診察前に認知症高齢者の自宅やクリニッ
クで認知機能を測定する】【老年科医は薬物療法
開始時や処方薬の変更時にはメモリーナースが同
席した上で診察する】【メモリーナースは外来で
医師が家族に対して行う薬物療法の説明を一緒に
聞き，その後，家族の質問や相談に対応できるよ
うにする】ことになっていた．その後，【メモ
リーナースは薬物療法に必要な知識を認知症高齢
者と家族に伝える】【メモリーナースは認知症高
齢者と家族から薬物療法についての相談を受け
る】ことを行っていた．フィンランドでは人口２
万人に対して１名のメモリーナースの配置を市町
村に求めている．さらに，メモリーコーディネー
ターという役割の看護師を配置することも市町村
に求められており，人口が約６万人のX市に１名
配置されている【メモリーコーディネーターは認
知症の診断後のフォローを中心に担当する】業務
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表１　対象者の基本属性
（n=24）

人数
所属 市の在宅ケア部門

高齢者施設
高齢者住宅
市の在宅ケア管理部門
市の保健センター
老年精神科病院

12
3
3
2
2
2

性別 女性
男性

20
4

年代 50歳代
40歳代
30歳代
20歳代

10
8
3
3

職種 ラヒホイタヤ注１）

看護師
保健師
コディンホイタヤ
老年科医
老年精神科医
ソーシャルワーカー
事務職

8
7
2
3
1
1
1
1

（うち、１人はメモリーナース）

職位 スタッフ
管理職

14
10

表２　認知症高齢者の服薬支援
調査内容 カテゴリー

１）国としての高齢者の薬物療法の
　　システム

薬物療法のリスクの認識
薬物療法の責任
薬物療法における情報共有システム
主治医による定期的な処方の見直し
配薬のシステム

２）認知症の薬物療法の実施体制 認知症高齢者の薬物療法に専門性を発揮する看護職
抗認知症薬の処方
向精神薬の不使用
向精神薬の必要性と処方の慎重な判断
精神症状・行動障害の予防・緩和のケア体制
薬物療法開始時の支援体制
効果と副作用のモニタリング体制
薬物療法のエビデンスの普及
暮らしの場による薬物療法の特徴
向精神薬の使用低減という成果

３）個々の認知症高齢者の服薬支援の
　　ための具体的方法

服薬支援におけるICT利用の条件
服薬に必要な認知機能を補うケア
配薬ボックスを活用した服薬管理
原因疾患に応じた服薬支援

４）認知症高齢者が適切に服薬する
　　ための家族への支援方法

薬物療法について家族へ説明
薬物療法について家族からの相談・要望へ対応

５）服薬支援に関する関係者間の連携
　　方法

処方変更を検討するための医師と看護師による情報共有
看護師から医師への連絡・相談のタイミングの検討
多職種チームによる見守り
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を担っている．
　薬物療法の実際については，<抗認知症薬の処
方>について【アルツハイマー病にはガランタミ
ンやリバスチグミン貼付剤，メマンチンを処方す
るのが一般的である】と語られた．また，<向精
神薬の不使用>では【向精神薬はほとんど処方さ
れない】ことが語られた．<薬物療法開始時の支
援体制>として，【薬物療法の副作用を把握する
必要性は関係者で共通認識されており，薬物療法
が開始された場合は，認知症高齢者の見守りを強
化する】ようになっていた．
　<効果と副作用のモニタリング体制>では【薬
の副作用を把握できるようにするためには変化に
気づく必要があるので，できるだけ同じ担当者が
訪問する】【薬物の副作用や効果が得られていな
いことが疑われる場合は，看護師から老年科医に
相談する】という対応がとられていた．これらの
体制と前述の<薬物療法の責任>によって，<向
精神薬の使用低減という成果>である【認知症高
齢者への向精神薬の処方を減少させてきた】とい
う．
　イギリスでは，<抗認知症薬の処方>について，

【ドネペジルをはじめとするコリンエステラーゼ
阻害薬の処方が80％を占める】と語られた．認知
症の精神症状・行動障害に対しては，<精神症
状・行動障害の予防・緩和のケア体制>として

【興奮などの精神症状・行動障害には，必ず理由
があるので，その理由を探す】【興奮などの精神
症状・行動障害の理由は，簡単に取り除き，変え
ることができるものが多い】【認知症高齢者の興
奮行動は，不適切なケアが原因である】【長い時
間をかけて忍耐強く，親切と思いやりの気持ちを
持って，精神症状・行動障害を発症した認知症高
齢者に何が起きているのかを観察する】が語られ
た．また，【精神症状・行動障害の予防と緩和の
ためには，個々の認知症高齢者に関わっている全
ての専門職で支援する】ことを基本とし，【精神
症状・行動障害の本当の治療は，一貫して高いレ
ベルを保つ看護である】としていた．加えて，

【精神症状・行動障害を発症して入院する認知症
高齢者は抗精神病薬とベンゾジアゼピン系薬物を
内服しているため，それらをすべて中止するとと
もに，安全が確保された穏やかな環境を整え，精
神症状・行動障害の原因を取り除くことを一貫し
て行う】という取り組みが行われていた．【ベン
ゾジアゼピン系の抗不安薬や睡眠薬は認知症高齢
者に有害であるため，処方しない】【抗うつ薬は
認知症高齢者に処方しない】ことも徹底していた．

　これらを基盤として，<向精神薬の必要性と処
方の慎重な判断>を行う際には【精神病によるも
のか認知症によるものかを判断する】【精神症
状・行動障害が出現している認知症高齢者を危険
から守るために抗精神病薬の使用が必要不可欠で
あると判断された場合は，“go	low	and	go	slow

（少量で開始，ゆっくり増量）”の考え方で処方す
る】ことが行われていた．
　ただし，【継続使用につながるので，向精神薬
の頓用処方は行わない】という．しかし，向精神
薬を使用する場合であっても，特に【抗精神病薬
を使用することは，認知症高齢者の安全を維持す
るために十分な看護が行うことができなかったと
いう看護師の失敗である】と厳格に看護を評価し
ていた．また，イギリスのロンドンでは，<薬物
療法開始時の支援体制>として，老年精神科医や
看護師などで編成された【ホームトリートメント
チームの看護師は初期に集中して認知症高齢者を
１日に２～４回訪問して服薬を支援し，その後，
地域のメンタルヘルスチームに引き継ぐ】という
取り組みが行われていた．
　さらに，<薬物療法のエビデンスの普及>のた
めに【全ての医師が認知症高齢者に対してエビデ
ンスに基づいた最良の治療を等しく提供できるよ
うになるために，老年精神科医が作成した薬物療
法のパスウェイ16）（著者注：流れ，手順）がイン
ターネットで公開されている】．以上のような取
組みによって，イギリスでは，<向精神薬の使用
低減という成果>として【高齢者施設に入居して
いる認知症高齢者では，10年前は50～70％が抗精
神病薬を服用していたが，過去５年間で劇的に減
少した】と成果が具体的に語られた．
３	）個々の認知症高齢者の服薬支援のための具体

的方法（４カテゴリー）
　Information	and	Communication	Technology

（ICT，情報通信技術）が発達しているフィンラ
ンドであるが，<服薬支援におけるICT利用の条
件>について，【ピルアラーム（著者注：あらか
じめ設定された服薬時間になるとアラームがなっ
て１回分の薬を取り出せるように開く服薬ボック
ス）は使用方法を理解できる認知症高齢者のみに
用いる】という．一方，<服薬に必要な認知機能
を補うケア>については，【一人で服薬できる認
知症高齢者には，服用時間と服用量をメモに書い
て自分で服薬できるようにする】，また，在宅認
知症高齢者が【服薬をしていない可能性がある場
合は，ホームケア部門の責任によって見守りが行
われる】という対応がとられていた．
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　さらに認知症が進行した在宅認知症高齢者につ
いては，<配薬ボックスを活用した服薬管理>に
ついて語られ，【配薬ボックスを用いて訪問した
看護師・ラヒホイタヤが処方薬を管理する】【配
薬ボックスを用いて家族と看護師・ラヒホイタヤ
が協力して認知症高齢者の服薬を支援する】【訪
問時，配薬ボックスの状況を確認して，適切に服
薬されていたかを確認する】ことが行われていた．
　イギリスでも，<配薬ボックスを活用した服薬
管理>として【薬局から既に処方の通りにセット
された配薬ボックスが認知症高齢者の自宅に届
く】ということが行われていた．
４	）認知症高齢者が適切に服薬するための家族へ

の支援方法（２カテゴリー）
　フィンランドでは，<薬物療法について家族へ
説明>として【老年科医を受診する時は，家族が
付き添い，認知症に関する薬物療法について説明
を受けてもらう】【認知症高齢者が服用する薬剤
名と服用方法が記載された処方箋が家族に渡され
る】という支援が行われていた．<薬物療法につ
いて家族からの相談・要望へ対応>としては，【医
療・ケアの専門職は，薬物に関する家族からの質
問へ応える】ことが在宅・長期ケア施設ともに行
われ，【認知症に関する薬物療法の効果がみられ
なくなったにも関わらず家族が継続を希望する場
合は，家族と医師の間で中止か継続かについて相
談し決定する】支援が実施されていた．
　イギリスの対象者からは，認知症高齢者が適切
に服薬するための家族への支援方法についての語
りは得られなかった．
５	）服薬支援に関する関係者間の連携方法（３カ

テゴリー）
　フィンランドでは，<処方変更を検討するため
の医師と看護師による情報共有>で，【認知症高
齢者の生活行為の遂行レベルが低下した場合は，
認知症に関する薬剤の減量・中止・増量について
医師に相談する】【薬物を中止・変更する必要性
を家族が感じた時は，家族からメモリーナースに
相談することで医師へ情報が提供される】【１～
２週間かけて薬物療法の効果について観察した情
報を医師に報告し，判断を可能にする】ことが行
われていた．
　イギリスでは，<看護師から医師への連絡・相
談のタイミングの検討>として【看護師が副作用
についてモニタリングし，必要があれば，GPあ
るいは老年精神科医に報告する】ことが行われ，
<多職種チームによる見守り>として，【コミュニ
ティのメンタルヘルスチームは，医師，看護師，

作業療法士，ソーシャルワーカーなどの多職種に
よるチームであり，必要に応じて認知症高齢者の
服薬を見守る】という連携が行われていた．

Ⅴ．考　　　察
　日本において認知症対策が展開される以前は，
多くの認知症高齢者に向精神薬が投与され，鎮静
が行われてきた．しかし，2000年から介護保険法
が施行され，介護職を中心とした専門職を対象と
した認知症ケアに関する公的研修事業17）が展開
されることで認知症高齢者の尊厳の保持の重要性
やTom	Kitwood18） によるパーソン・センター
ド・ケアの理念が普及した．さらに日本神経学会
の認知症疾患治療ガイドライン19）が提示される
ことなどを通して，認知症高齢者への支援は，第
一にケアであること，そしてケアによっても心身
の安寧が脅かされる場合に薬物療法が実施される
ことが原則であると専門職は理解するようになっ
た．
　認知機能低下の進行を抑制するために，早期診
断と抗認知症薬による早期治療が推奨され，実際
に抑制効果のエビデンスも得られている．しかし，
抗認知症薬にも，胃部不快や易怒性，高血圧など
の副作用が出現する可能性がある．しかも，日本
においては認知症の精神症状・行動障害に対して
抗精神病薬や抗不安薬，睡眠薬といった向精神薬
の処方が継続されている．日本では世帯構成員の
減少による服薬に関する介護力の低下や介護支援
専門員における看護師が占める割合が減少してい
る．さらに認知症高齢者は副作用が出現しやすく，
特に近年増加しているレビー小体型認知症では抗
精神病薬への感受性が亢進すること20）などから，
単に飲み忘れや飲みすぎを防止するだけではなく，
薬物療法の効果を最大限に得て，死亡することも
ありえる副作用を回避することが不可欠になる．
可能な限り認知症高齢者の心身の安定が継続する
ためにも，看護師として認知症高齢者の薬物療法
の開始，変更，中止に積極的に参画することが今
後いっそう重要になるであろう．そのためには，
まずフィンランドとイギリスにおいて【認知症ケ
アでは人間関係を大切にする】【精神症状・行動
障害の本当の治療は，一貫して高いレベルを保つ
看護である】ことが重要視されていたように，認
知症ケアの理念の理解とその実現，認知症高齢者
との人間関係の構築を日常の看護実践において目
指 す 必 要 が あ る． ま た フ ィ ン ラ ン ド で は，
LOVe14）を活用して５年ごとに看護師およびラヒ
ホイタヤが薬物療法に関する試験を受け，合格者
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が薬物療法に関わることができる．このように知
識を常に更新し，研鑽を積んでいることに示唆を
得て，日本の看護師も薬物療法について学習し，
今以上に支援することが可能になるであろう．ま
た厚生労働省は，2015年１月に認知症施策推進総
合戦略（新オレンジプラン）において，急性期病
院の看護師を対象とした認知症看護の公的研修を
展開することを視野にいれているが21），その場合，
認知機能低下や認知症高齢者の薬物療法を学習内
容に含めることが不可欠となると思われる．
　さらに日本は認知症医療においては，国民皆保
険であり患者が自由に主治医を選択できるが，そ
の一方で認知症のセカンド・オピニオンのシステ
ムは整備されていない．このことは，認知症高齢
者や家族が主治医の診断や処方薬の効果と副作用
に関して疑念を抱いたら，主治医や看護師，薬剤
師に連絡・相談することなく，次々と医師を取り
換えるドクターショッピングや服薬の自己中断に
つながりやすい．したがって，認知症高齢者の薬
物療法について，本人および家族から連絡・相談
を受け，確実に解決に導くシステムが不可欠であ
る．フィンランドやイギリスでは，【メモリー
ナースは外来で医師が家族に対して行う薬物療法
の説明を一緒に聞き，その後，家族の質問や相談
に対応できるようにする】【メモリーナースは認
知症高齢者と家族から薬物療法についての相談を
受ける】【メモリーコーディネーターは認知症の
診断後のフォローを中心に担当する】【看護師が
副作用についてモニタリングし，必要があれば，
GPあるいは老年精神科医に報告する】など，そ
の主たる役割を看護師が担っていることが本研究
で明らかになった．日本においても，フィンラン
ドの国家的な取り組みであるLOVe14）に示唆を得
て認知症高齢者の薬物療法について専門性を有す
る看護師が養成され，看護師による連絡・相談シ
ステムが整うことで，薬物療法における様々な困
難を解決しやすくなると思われた．
　加えて，先駆的に高齢者ケアへICTを利用して
いるフィンランドでは，電子カルテシステム
Effica15）を用いて，薬物療法に関する情報を一元
管理し，多職種による情報共有を可能にしていた．
このことと比較すると，日本における服薬支援の
困難さの一要因には，個々の認知症高齢者の薬物
療法に関する情報が一元管理されていないことが
挙げられる．しかし，これはフィンランドの国家
としてのシステムであり，日本においては未だ現
実的ではない．そのため，各専門職が認知症高齢
者のお薬手帳22）を確認することで，個々の認知

症高齢者の薬物療法の全体像を把握し，複数の医
療機関による重複処方や“go	low	and	go	slow”
という抗精神病薬の処方の原則が守られているか
について，所属機関を超えて専門職が相互に点検
し，改善を目指すことが重要になると思われた．

Ⅵ．本研究の意義と限界，今後の課題
　本研究の知見から，認知症高齢者の薬物療法を
中心として，看護師が多職種連携を踏まえてどの
ように役割を担うことが可能であるのか，そのた
めの教育プログラムや情報共有や連絡・相談の体
制について示唆を得ることができた．しかし，本
研究の対象者はヨーロッパの一部の国での活動経
験から質問項目について語っているので，結果に
は偏りが生じていると言える．今後は，対象国・
地域を増やしていくとともに，大腿骨頸部骨折な
どの合併症を罹患した認知症高齢者へのケアや薬
物療法支援についても明らかにし，日本における
認知症高齢者の医療とケアの質向上を目指すこと
が重要である．
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なさま，フィンランドおよびイギリスの認知症ケ
アに関する資料収集にご協力いただきました池元
和恵氏，Marjatta	Masuda氏，Aaro	Harjunpää氏，
そして林真由美氏（ロンドン・キングス・カレッ
ジ老年学研究所）に深く感謝いたします．
　本研究は平成25年度～平成28年度文部科学省科
学研究費：基盤研究（B）（課題番号25293460）
によって実施した調査の一部である．
注１）ラヒホイタヤ（lähihoitaja，英訳practical	

nurse）は1993年に保健医療サービス分野にお
ける７つの資格（準看護婦，精神障害看護助手，
保母／保育士（児童保育士）他）と社会サービ
ス分野における３つの資格（知的障害福祉士，
ホームヘルパー他）を統合して創出された資格
で，３年間の教育を受ける23）．ラヒホイタヤの
語源のlähihoitoという言葉は「日常のケア」に
相当する意味である．ラヒホイタヤは近年，在
宅ケアや高齢者施設の直接的なケアの主要な担
い手となっており，自身の職場の医師からの許
可，保健師，看護師等から技能チェックを受け
ることにより，皮下注射，筋肉注射など医療行
為の一部に参加することが許可されている24）．
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注２）ゲロノミは，高齢者ケアの管理的役割を担
うことが期待されている新しい資格である．高
齢者ケアの開発やスーパービジョンを行うこと
が特徴で，認知症ケアの学習も教育内容に含ま
れている．
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